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《 目 標 》
県内の建築物に関する脱炭素化を推し進め
る

《 補助金の活用 》
資源エネルギー庁の『中小企業等エネル
ギー利用最適化推進事業費』の補助金を活
用

《 県内の状況 》
省エネルギー診断の県内唯一の登録診断機
関の存在により、身近で対応可能



昨年度、登録診断機関からの申請内容
省エネ診断実施想定数：３６件３８４万円余
実施件数：１件

【 原 因 】
1 ⻑寿命化工事などにより業界が多忙
2 実施想定件数３６件は、期待数を申請
3 実施期間が短かった
4 ポータルの利用方法に慣れていない
５ 報告書の書き方が分からない など



今年度、登録診断機関からの申請内容
省エネ診断実施想定数：５６件７４９万円余

【 状況・見通しなど】
1 相変わらず多忙ではあるが、隙間時間でも可能
2 実施想定件数５６件は、調査結果
3 実施期間が十分ある
4 Sポータルの利用方法を知ることが出来る
５ 報告書の書き方を知ることが出来る



国補助金９割、県補助金１割

省エネ診断対象者の負担は、県補助金１割の
消費税分と金融機関への振込手数料のみ

老朽化したエアコン、空調設備、給湯設備、
照明設備、冷凍設備などについて、有利な補
助金を活用して省エネ診断を積極的に実施し、
その後の工事に繋げましょう。



補助事業ポータル操作（補足）



選 択





（初回のみ）

（山管協で提出するので、内容確認ねがいます）

（専門家が作成し、ポータルに登録）





システムの不具合は、上記番号まで直接お問い合わせ下さい。
その他、専門家追加やアドレス変更等は山管協までご連絡をお願いいたします。





P.5



診断実施後の旅費登録



省エネ診断 申込・診断計画検索
検索実行
診断計画から詳細をクリック



案件詳細画面 「旅費登録」ボタン押下。
旅費を入力し「保存」ボタン押下

※今年度は、まだ「旅費登録」ボタンが
システム公開されていない。6月下旬公開予
定



ポータルで旅費登録後、貼付台紙の作成

採択者向けページ
旅費台帳を選択

下へスクロール



・必要な証憑については、必要証憑確認欄
を参照。

・ルート検索画像・領収書等必要な証憑を
証憑貼付け欄の台紙にまとめて貼付

・先に旅費登録画面で入力した行程と
貼付台紙のルートで相違のないようにする

・高速等利用時は領収書添付。領収書は、
発行者、及び発行日が確認できること。

台帳にルートや領収書等必要な証憑貼り付け PDFで保存



貼付台紙ポータルへファイル添付

先程と同じ手順で
案件詳細画面へ



案件詳細画面
ファイル添付を選択。



添付書類タイプ：貼付台紙
ファイルの選択クリック

保存した貼付台紙を選択し
添付ボタン押下

最後に山管協が「診断完了」
ボタンを押下するため
診断貼付台紙添付まで終了し
たら山管協までご連絡をお願
いいたします



採択者向けページを開いてスクロール。
専門家・準専門家・職員追加及び情報変更手続依頼書
をクリック。

専門家の追加・アドレス等変更の場合



専門家を追加したい場合:【専門家】追加依頼書
専門家のアドレス等の変更がある場合：【専門家】変更依頼書
それぞれ必要箇所を入力後、山管協へ連絡をお願いいたします。
※登録内容に間違いのないようにご注意ください。

※ 現在、専門家でない方は山管協迄ご連絡ください。



Sii(環境共創イニシアチブ）
旅費貼付台紙等に不備があった場合

(一社)山梨県管工事協会
不備解消シートが届く

不備修正依頼のメール

専門家

不備を修正後、再度案件詳細画面にファイル
添付
(修正前の添付ファイルを削除してから修正後の
データを添付)

不備解消シートの登録診断機関回答欄に記入後
山管協へメール送付

記入済の不備解消シート確認後
Siiへ提出



本研修会で省エネ診断に対す
るハードルが下がっているこ
とを期待します。


